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一般競争入札方式の手続について 

 

 

国土交通省直轄工事における一般競争入札方式の取扱いについて、１件につ

き予定価格が基準額（「工事又は業務等に係る通知等における基準額について」

（令和４年３月３０日付け国官会第２３７５９号、国官技第３７７号、国営管第

８４８号、国営計第２１４号、国営整第１７２号、国港総第７５０号、国港技第

１１１号、国北予第７５号）記 1に定める額をいう。）以上の工事（以下「ＷＴ

Ｏ対象工事」という。）については、「一般競争入札の実施について」（平成６

年６月２２日付け港管第１３８５号）により、それ以外の工事については「一般

競争入札方式の拡大について」（平成１７年１０月７日付け国港総第２３４号）

により示してきた。 

また、その具体的な運用等については、「一般競争入札方式の実施に伴う手続

きの運用について」（平成６年６月２２日付け国港総第１３８９号、国港建第１

６４号）、「一般競争入札方式において競争参加資格とする客観点数について」

（平成２１年３月３１日国港総第９９１号）、「一般競争入札方式の拡大に伴う

手続きの運用について」（平成１７年１０月７日付け国港総第２３５号、国港建

第１３２号）及び「一般競争入札等の競争参加資格における施工実績に係る要件

を緩和する工事の試行について」（平成２２年３月２９日付け国港総第１０５０

－１号、国港技第７７－１号）により示してきたところ。 

今般、デジタル臨時行政調査会において、「デジタル原則に照らした規制の一

括見直しプラン」が決定され、この中で、代表的なアナログ規制７項目に関する

通知・通達等の見直し方針が示されたことを踏まえ、上記通知が規定するアナロ



グ規制について見直すこととする。また、本見直しと合わせ、各通知の一元化を

図ることとし、下記のとおり定めたので、貴局においても適切に運用するととも

に、遺漏無きよう措置されたい。 

なお、「一般競争入札の実施について」（平成６年６月２２日付け港管第１３

８５号）、「一般競争入札の実施に伴う手続きの運用について」（平成６年６月

２２日付け港管第１３８９号、港建第１６４号）、「一般競争入札方式において

競争参加資格とする客観点数について」（平成２１年３月３１日国港総第９９１

号）、「一般競争入札方式の拡大について」（平成１７年１０月７日国港総第２

３４号）、「一般競争入札方式の拡大に伴う手続きの運用について」（平成１７

年１０月７日国港総第２３５号、国港建第１３２号）及び「一般競争入札等の競

争参加資格における施工実績に係る要件を緩和する工事の試行について」（平成

２２年３月２９日国港総第１０５０－１号、国港技第７７－１号）は、廃止する。 

 

記 

 

１ 対象工事 

本手続の対象工事は、地方整備局（港湾空港関係に限る）が発注する工事と

する。 

 ただし、会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９条の３第３項及び第５項

の規定に基づき指名競争に付するもの及び同条第４項及び第５項の規定に基づ

き随意契約による場合はこの限りでない。 

 

２ 入札の公告 

（１）ＷＴＯ対象工事 

地方整備局長（副局長又は次長）は、ＷＴＯ対象工事を一般競争に付そう

とする場合においては、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。

以下「予決令」という。）第７４条及び国の物品等又は特定役務の調達手続

の特例を定める政令（昭和５５年政令第３００号）第５条第１項の規定に基

づき、官報により公告するものとする。また、当該公告は、港湾空港関連入

札・契約情報（ＰＡＳ）にも掲載するものとする。なお、公告においては、

次に掲げる事項を英語により記載するものとする。 

① 契約担当官等（会計法第２９条の３第１項に規定する契約担当官等を

いう。）の氏名及びその所属する部局の名称 

② 工事名 

③ 競争参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び競争参加資

格確認資料（以下「資料」という。）の提出期限 

④ 入札執行の日時 

⑤ 記５に規定する入札説明書を入手するための照会窓口 



（２）ＷＴＯ対象工事以外の工事 

地方整備局長（副局長又は次長）及び事務所長（以下「局長等」とい

う。）は、ＷＴＯ対象工事以外の工事を一般競争に付そうとする場合におい

ては、予決令第７４条の規定に基づき、港湾空港関連入札・契約情報（ＰＡ

Ｓ）への掲載により公告するものとする。 

 

３ 競争参加資格 

（１）ＷＴＯ対象工事 

予決令第７５条第２号の「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」

として次に掲げる事項を公告するとともに、入札説明書においても当該事項

を明らかにするものとする。 

① 予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

② 当該地方整備局において、対象工事に係る工事種別について「契約業 

者取扱要領」（昭和５５年１２月１日付け港管第３７２２号）に基づく 

一般競争参加資格の決定を受けている者であること。 

③ 当該地方整備局における対象工事の工事種別に係る一般競争参加資格

の決定の際に、数値の算定及び等級の格付け要領（昭和５５年１２月１

日付け港管第３７２２号）に基づいて算定した客観点数が、下表の左欄

に掲げる工事種別に応じ、それぞれ下表の右欄に掲げる点数以上の者で

あること。 

空港等土木工事 １２５０点 

港湾土木工事 １１５０点 

港湾等しゅんせつ工事 ９５０点 

空港等舗装工事 １０５０点 

港湾等鋼構造物工事 １１００点 

④ 会社更生法（昭和１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申

立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

基づき再生手続開始の申立てがなされている者（当該地方整備局（港湾

空港関係に限る）において、別に定める再審査を受けた者を除く。）で

ないこと。 

⑤ 対象工事について定める工事と同種の工事の施工実績を有する者であ

ること。（工事の内容に応じてできるだけわかりやすく明示するこ

と。） 

ただし、当該施工実績が地方整備局所掌の工事（港湾空港関係に限 

る）に係る施工実績である場合にあっては、工事成績評定表の評定点合

計（以下「評定点合計」という。）が６５点未満のものを除くこと。 

⑥ 対象工事について定める技術者の資格及び施工経験を有する主任技術



者又は監理技術者を配置を予定する技術者として対象工事に専任で配置

できる者であること。（工事に応じて技術者の資格及び同種の工事の施

工経験等をできるだけわかりやすく明示すること。また、同種工事の経

験として認める対象期間については、最大１５年の範囲内で適切な期間

を設定すること。） 

ただし、当該施工経験が地方整備局所掌の工事（港湾空港関係に限

る）に係る施工経験である場合にあっては、評定点合計が６５点未満の

ものを除くこと。 

  ⑦ 地方整備局長（副局長又は次長）から「地方整備局（港湾空港関係）

所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」（昭和５９年３月３

１日付け港管第９２７号。以下「指名停止措置要領」という。）に基づ

く指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

  ⑧ 施工計画を審査する必要がある場合においては、施工計画が適正であ

る者であること（工事の内容に応じてできるだけわかりやすく明示する

こと。）。 

  ⑨ 対象工事に係る設計業務等の受託者（受託者が設計共同体である場合

においては、当該設計共同体の各構成員をいう。以下同じ。）又は当該

受託者と資本若しくは人事面において関連がある者でないこと（「対象

工事に係る設計業務等の受託者」及び「資本若しくは人事面において関

連がある」ことの具体的内容について、５の入札説明書において明示す

ること。）。 

  ⑩ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと

（「資本関係」及び「人的関係」の具体的内容については、「工事の発

注に当たっての建設業者の選定方法等について」（平成２７年３月１７

日付け国港総第４９３号）によることとし、５の入札説明書において明

示すること。）。 

  ⑪ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれ

に準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があ

り、当該状態が継続している者でないこと。 

（２）ＷＴＯ対象工事以外の工事 

  予決令第７５条第２号の「競争に参加する者に必要な資格に関する事項」

として次に掲げる事項を公告するとともに、入札説明書においても当該事項

を明らかにするものとする。なお、⑧及び⑪については、掲げないことがで

きる。 

  ① 予決令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

  ② 当該地方整備局において、対象工事に係る工事種別について「契約業

者取扱要領」（昭和５５年１２月１日付け港管第３７２２号）に基づく

一般競争参加資格の決定（当該工事種別に等級区分がある場合には、対



象工事に対応する等級区分（競争性の確保、工事の技術的難易度、中

小・中堅建設業者の受注機会の確保等に配慮し、対象等級区分を１つの

等級区分に限定する必要がない場合は、複数の等級区分を対象とするこ

とができる。）に係る決定）を受けていること。 

③ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事

再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の決

定後、当該地方整備局（港湾空港関係）において別に定める手続に基づ

く一般競争参加資格の再決定を受けている者を除く。）でないこと。 

④ 同種の工事の施工実績があること（個別の工事に応じてできるだけ詳

細に明示すること。また、工事難易度が低いと局長等が認める工事につ

いては、同種の工事の施工実績に工事量を求めないこと。）。ただし、

当該施工実績が地方整備局所掌の工事（港湾空港関係に限る）に係る施

工実績である場合にあっては、評定点合計が６５点未満のものを除くこ

と。 

⑤ 対象工事に配置を予定する主任技術者、監理技術者等が適正であるこ

と（個別の工事に応じて技術者の資格及び同種工事の施工経験をできる

だけ詳細に明示すること。また、同種工事の経験として認める対象期間

については、最大１５年の範囲内で適切な期間を設定すること。）。 

ただし、当該施工経験が地方整備局所掌の工事（港湾空港関係に限

る）に係る施工経験である場合にあっては、評定点合計が６５点未満の

ものを除くこと。 

⑥ 当該地方整備局長（副局長又は次長）から指名停止措置要領に基づく

指名停止を受けている期間中の者でないこと。 

⑦ 施工計画を審査する必要がある場合においては、施工計画が適正であ

ること（個別の工事に応じてできるだけ詳細に明示すること。）。 

⑧ 地方整備局が発注した工事で当該工事種別に属するもののうち、一定

期間内に完成した工事の施工実績がある場合においては、当該工事に係

る評定点合計の平均が一定以上であること。 

⑨ 対象工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人

事面において関連がある建設業者でないこと（「対象工事に係る設計業

務等の受託者」及び「資本若しくは人事面において関連がある」ことの

具体的内容について、５の入札説明書において明示すること。） 

⑩ 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。

（「資本関係」及び「人的関係」の具体的内容については「工事の発注

に当たっての建設業者の選定方法等について」（平成２７年３月１７日

付け国港総第４９３号）によることとし、５の入札説明書において明示

すること。） 

⑪ 工事を確実かつ円滑に実施できる体制を確保するための本店、支店又



は営業所が一定の区域（十分な競争性が確保されるよう留意して定める

こと。）内に所在すること。 

⑫ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれ

に準ずるものとして、国土交通省が行う公共事業等からの排除要請があ

り、当該状態が継続している者でないこと。 

⑬ その他局長等が必要と認める事項 

 

４ 競争参加資格の決定 

 ３の競争参加資格は、対象工事ごとに、入札契約手続運営委員会の議を経

て、局長等が決定するものとする。なお、局長等は、競争参加資格の決定を行

うに当たり、技術審査会を活用すること。 

 

５ 入札説明書の配付 

（１）入札説明書は、別冊として、公告の写し、契約書案、入札心得、図面、

仕様書及び現場説明書を含めるものとする。なお、数量算出根拠や施工の

ために必要となる図面については、追加して配付することができること。 

（２）入札説明書は、公告後速やかに配付を開始することとし、入札執行の日

の前日まで配付するものとする。 

入札参加者が見積りを行うために必要な図面及び仕様書については、Ｗ 

ＴＯ対象工事の場合はすべて入札説明書として配付し、それ以外の工事の 

場合は少なくとも入札日の１２日前に配付すること。 

（３）入札説明書の配付期間及び配付方法を公告において明らかにするものと

する。 

（４）入札説明書の配付に当たっては、実費を徴収することができるものと

し、実費を徴収する場合においては、その旨を公告において明らかにする

ものとする。 

 

６ 申請書及び資料の提出 

（１）局長等は、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため、

参加希望者から申請書及び資料の提出を求めるものとする。 

（２）（１）の申請書及び資料の提出期間は、原則として、入札説明書の配付

を開始した日の翌日から、ＷＴＯ対象工事にあっては１０日間とし、それ

以外の工事にあっては２５日間以上で設定するものとする。 

（３）申請書及び資料の提出は、原則として、電子入札システムによるものと

する。 

（４）期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに局長等により競争参加

資格がないと認められた者は、当該競争に参加することができないものと

する。 



（５）（１）及び（２）に掲げる事項を公告において明らかにするものとす

る。 

（６）（１）から（４）までに掲げる事項及び次に掲げる事項を入札説明書に

おいて明らかにするものとする。 

  ① 申請書及び資料は、入札説明書において示す様式により作成するこ

と。 

  ② 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とするこ

と。 

  ③ 局長等は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に

提出者に無断で使用しないこと。 

  ④ 提出された申請書及び資料は返却しないこと。 

  ⑤ 提出期限以降における申請書又は資料の差替え及び再提出は認めない

こと。 

  ⑥ 申請書及び資料に関する問合せ先 

  ⑦ その他局長等が必要と認める事項 

 

７ 資料の内容 

（１）資料の内容は、次に掲げる内容（施工計画を審査しない場合において

は、③を除く。）とするものとし、入札説明書において明らかにするもの

とする。 

   なお、①の同種の工事の施工実績及び②の配置予定の技術者の同種の工

事の施工経験については、工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り

記載できるものとし、②の配置予定の技術者については、複数の候補技術

者を記載することができるものとし、また、その旨を入札説明書において

明らかにするものとする。 

  ① 施工実績 

   ３（１）⑤又は３（２）④に掲げる資格があることを判断できる同種の

工事の施工実績 

  ② 配置予定の技術者 

   ３（１）⑥又は３（２）⑤に掲げる資格があることを判断できる配置予

定の技術者の資格、同種の工事の経験及び申請時における他工事の従事状

況等 

  ③ 施工計画 

   ３（１）⑧又は３（２）⑦に掲げる資格があることを判断できる技術的

事項に対する所見 

（２）局長等は、特に必要があると認めるときは、（１）①から③までに掲げ

る内容に加えて、（１）①の同種の工事の施工実績として記載された工事

に係る契約書の写しのほか、（１）に掲げる資料の内容を証明するための



書類（（１）①の同種の工事の施工実績として記載された工事に係る契約

書の写し。を資料として求めることができるものとし、当該資料の提出を

求める場合においては、その旨を入札説明書において明らかにするものと

する。ただし、（１）①の同種の工事の施工実績として記載された工事

が、当局発注の工事である場合又は、公的な機関による「工事実績情報シ

ステム（ＣＯＲＩＮＳ等）」に登録されている場合は、契約書の写しを提

出する必要がないとの取扱いをすること。 

 

８ 資料のヒアリング 

（１）局長等は、必要があると認めるときは、資料のヒアリングを実施するこ

とができるものとする。 

（２）ヒアリングは、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から９（５）の競

争参加資格の確認結果の通知の期限の日の前日までの間に行うものとす

る。 

（３）ヒアリングを実施する場合においては、ヒアリングを実施する旨を公告

において明らかにするとともに、次に掲げる事項を入札説明書において明

らかにするものとする。 

  ① ヒアリングを実施する旨 

  ② ヒアリングの日時及び方法 

  ③ その他地方整備局長等が必要と認める事項 

 

９ 競争参加資格の確認 

（１）局長等は、申請書及び資料の提出者の競争参加資格の有無について確認

を行うものとする。ただし、申請書及び資料の提出者が申請書及び資料の

提出期限の日において３（１）②又は３（２）②の認定を受けていない場

合において、その他の競争参加資格（３（１）③を除く。）を全て満たし

ているときは、開札の時において３（１）②及び③又は３（２）②に掲げ

る事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認す

るものとする。 

（２）（１）の確認は、入札契約手続運営委員会の議を経て行うものとする。

なお、局長等は、（１）の確認を行うに当たり、技術審査会を活用するこ

と。 

（３）（１）の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとす

る。ただし、３（１）⑦又は３（２）⑥の指名停止については、申請書及

び資料の提出期限の日から競争参加資格の確認を行う日までのすべての期

間について確認するものとする。 

（４）ＷＴＯ対象工事について、３（１）⑤の同種工事の施工実績及び３

（１）⑥の配置予定の技術者の同種工事の施工経験の確認を行うに当たっ



ては、効力を有する政府調達に関する協定（２０１２年３月３０日ジュネ

ーブで作成された政府調達に関する協定を改正する議定書によつて改正さ

れた１９９４年４月１５日マラケシュで作成された政府調達に関する協

定）を適用している国及び地域並びに我が国に対して建設市場が開放的で

あると認められる国及び地域以外の国又は地域に主たる営業所を有する建

設業者にあっては、我が国における同種工事の施工実績及び経験をもって

行うものとする。 

（５）局長等は、原則として、申請書及び資料の提出期限の日の翌日から起算

して、ＷＴＯ対象工事にあっては７日以内（施工計画を審査する必要があ

る場合には、１４日以内）に、それ以外の工事にあっては２０日以内に、

競争参加資格の確認の結果を申請書及び資料の提出者に対し通知するもの

とする。 

（６）（５）の通知は、原則として、電子入札システムにより行うものとす

る。 

（７）（５）の通知に当たっては、競争参加資格がないと認めた者に対して

は、その理由を付すとともに、所定の期限内に競争参加資格がないと認め

た理由について説明を求めることができる旨を明記するものとする。 

（８）（１）及び（３）から（５）までに掲げる事項を入札説明書において明

らかにするものとする。 

（９）局長等は、競争参加資格の確認を行った日の翌日から開札の時までの期

間に、競争参加資格があると認めた者が指名停止措置要領に基づく指名停

止措置を受けた場合、当該者に対する（５）の通知を取り消し、競争参加

資格がないと認めたことを通知するものとする。なお、この通知に当たっ

ては、（７）の規定を適用するものとする。 

 

１０ 競争参加資格がないと認められた者に対する理由の説明（ＷＴＯ対象工

事）及び苦情申立て（ＷＴＯ対象工事以外の工事） 

（１）競争参加資格がないと認められた者は、９（５）の通知の期限の日の翌

日から起算して、ＷＴＯ対象工事にあっては７日（行政機関の休日に関す

る法律（昭和６３年法律第９１号）第１条に規定する行政機関の休日（以

下「行政機関の休日」という。）を含まない。）以内に、それ以外の工事

にあっては５日（行政機関の休日を含まない。）以内に、局長等に対して

競争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができるもの

とする。 

（２）競争参加資格がないと認められた者が説明を求める場合においては、原

則として、電子入札システムにより行うこととする。 

（３）局長等は、（１）の説明を求められたときは、原則として、（１）の競

争参加資格がないと認めた理由について説明を求めることができる最終日



の翌日から起算して、ＷＴＯ対象工事にあっては１０日以内に、それ以外

の工事にあっては５日（行政機関の休日を含まない。）以内に、説明を求

めた者に対し、原則として、電子入札システムにより回答するものとす

る。 

（４）局長等は、（３）の回答内容を入札契約手続運営委員会に報告するもの

とする。 

（５）局長等は、説明を求めた者に競争参加資格があると認める場合において

は、９（５）の通知を取り消し、（３）の回答と併せて競争参加資格があ

る旨を通知するものとする。 

（６）局長等は、（５）の通知を行う場合においては、入札契約手続運営委員

会の議を経るものとする。 

（７）（１）から（３）までの事項を入札説明書において明らかにするものと

する。 

 

１１ 現場説明会 

 現場説明会は、行わないものとする。 

 

１２ 入札説明書等に対する質問 

（１）現場説明書及び入札説明書に対する質問書の提出期間は、原則として、

入札説明書の配付を開始した日の翌日から、ＷＴＯ対象工事にあっては１

０（３）の競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明の回答期限

の日の翌日まで、それ以外の工事にあっては入札書の提出期限の日の８日

前までとするものとする。 

（２）質問書の提出は、原則として、電子入札システムにより行うものとす

る。 

（３）質問書の提出があった場合においては、その質問に対する回答書を、原

則として、電子入札システムにより閲覧に供するものとする。 

（４）質問に対する回答書の閲覧は、原則として、質問書の提出期間の最終日

の翌日から起算して５日後までに開始し、入札書の提出期限の日の前日に

終了するものとする。 

（５）（１）から（４）までに掲げる事項を入札説明書において明らかにする

ものとする。 

 

１３ 入札保証金及び契約保証金 

（１）入札保証金の取扱いについては、当分の間、「入札保証金の取扱いに関

する試行について」（平成２２年５月２０日国港総第１３５号、国港技第

２０号）、「競争入札における入札保証に関する取扱いについて」（平成

２２年５月２２日国港総第１３６号、国港技第２１号）、「入札保証金の



取扱いに関する試行に係る手続の運用について」（平成２２年５月２０日

国港総第１３７号、国港技第２２号）によることとする。 

（２）契約保証金は納付させるものとする。ただし、有価証券等の提供又は銀

行、契約担当官等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社（公共工

事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第

４項に規定する保証事業会社をいう。）の保証をもって契約保証金の納付

に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行

保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除するものとする。 

（３）（１）及び（２）に掲げる事項を公告及び入札説明書において明らかに

するものとする。 

 

１４  入札の執行 

（１）第１回の入札に際しては、入札参加者に工事費内訳書の提出を求めるも

のとする。 

（２）開札は、原則として、電子入札システムにより入札書の提出期限の日の

翌日に行うものとし、予決令第８１条に基づき、入札事務に関係のない職

員を立ち会わせて行うものとする。 

（３）入札執行回数は、原則として、２回を限度とする。 

（４）（１）から（３）までに掲げる事項を入札説明書において明らかにする

とともに、落札者の決定方法を公告及び入札説明書において明らかにする

ものとする。 

 

１５ 入札の無効 

 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記

載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した者のした入札は無効と

する旨を公告及び入札説明書において明らかにするとともに、無効の入札を行

った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す旨及び局長等により競

争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において３に掲げ

る資格のないものは競争参加資格のない者に該当する旨を入札説明書において

明らかにするものとする。 

 

１６ 対象工事の請負者又はその下請業者によって調達される主要な資機材 

 ＷＴＯ対象工事においては、対象工事の請負者又はその下請業者によって調

達されることが想定される主要な資機材に関する情報を公告及び入札説明書に

おいて明らかにするものとする。 

 

１７ 苦情申立て（ＷＴＯ対象工事）及び再苦情申立て（ＷＴＯ対象工事以外

の工事） 



（１）ＷＴＯ対象工事 

  競争参加資格の確認その他の手続に関し、「政府調達に関する苦情の処理

手続」（平成７年１２月１４日付け政府調達苦情処理推進本部決定）によ

り、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し立てることができる旨を入

札説明書において明らかにするものとする。 

（２）ＷＴＯ対象工事以外の工事 

  入札説明書及び１０（３）の回答において、次に掲げる事項を明らかにす

るものとする。 

  ① 局長等からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者

は、１０（３）の回答を受けた日の翌日から起算して７日（行政機関の

休日を含まない。）以内に、書面により、局長等に対して、再苦情の申

立てを行うことができる旨及び再苦情申立てについては入札監視委員会

が審議を行う旨 

  ② 再苦情申立についての受付窓口及び受付時間 

  ③ 再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入手先 

 

１８ その他 

（１）ＷＴＯ対象工事において、対象工事に直接関連する他の工事の請負契約

を対象工事の請負契約の相手方との随意契約により締結することが予想さ

れる場合においては、その旨を公告及び入札説明書において明らかにする

ものとする。 

（２）契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に

限るものとし、その旨を公告及び入札説明書において明らかにするものと

する。 

（３）申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領

に基づく指名停止を行うことがある旨を入札説明書において明らかにする

ものとする。 

（４）局長等は、「工事現場における適切な施工体制の確保等について」（平

成１３年３月３０日付け国港管第６０３号、国港建第１０８号）を踏ま

え、落札者が７（１）②の資料に記載した配置予定の技術者を対象工事の

現場に配置するよう、必要な措置を講じるものとする。 

（５）申請書及び資料並びに競争参加資格の確認の結果の書面の取扱いについ

ては、落札者の決定又は契約の相手方及び契約金額の決定まで、秘密の保

持に十分留意すること。 

（６）１０（１）の説明請求があったときは、速やかに入札を延期することと

し、訂正公告を行うこと。談合情報又は談合疑義事実等により、入札を延

期する場合も同様とする。 


